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【 手 続 補 正 書 】
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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 媒 体 の 貯 留 数 を 記 憶 す る 貯 留 数 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 貯 留 数 が 通 常 上 限 値 に 達 す る ま で 前 記 遊 技 媒 体 が 投 入 又 は 獲 得 さ れ る ご と に 前 記 貯
留 数 を 加 算 す る 制 御 手 段 と
　 を 備 え る 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 遊 技 者 が 前 記 遊 技 媒 体 を 投 入 し た 場 合 に は 前 記 通 常 上 限 値 を 超 え て 前
記 貯 留 数 を 加 算 す る
　 遊 技 機 。
【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】

【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

　 前 記 制 御 手 段 は 、 遊 技 者 が 前 記 遊 技 媒 体 を 投 入 し た 場 合 に は 前 記 通 常 上 限 値 を 超 え て 前
記 貯 留 数 を 加 算 す る と 共 に 前 記 通 常 上 限 値 を 前 記 加 算 後 の 貯 留 数 に 変 更 す る 、
　 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 請 求 項 ２ に 記 載 の 遊 技 機 で あ っ て 、
　 前 記 貯 留 数 記 憶 手 段 の 貯 留 数 が ゼ ロ に な っ て か ら 遊 技 が な さ れ な い 状 態 で 所 定 時 間 が 経
過 し た あ と に 前 記 通 常 上 限 値 を 予 め 定 め ら れ た 初 期 値 に 設 定 す る 上 限 値 初 期 化 手 段
　 を 備 え る 遊 技 機 。

　 請 求 項 ２ 又 は ３ に 記 載 の 遊 技 機 で あ っ て 、
　 変 更 し た 前 記 通 常 上 限 値 を 予 め 定 め ら れ た 初 期 値 に 遊 技 者 が 戻 す た め の 上 限 値 リ セ ッ ト
手 段
　 を 備 え る 遊 技 機 。

　 前 記 制 御 手 段 は 、 遊 技 者 が 前 記 遊 技 媒 体 を 投 入 し た 場 合 に は 前 記 通 常 上 限 値 を 超 え て 前
記 貯 留 数 を 加 算 す る も の の 前 記 通 常 上 限 値 は 当 初 の 値 の ま ま 維 持 す る 、
　 請 求 項 １ に 記 載 の 遊 技 機 。

　 前 記 通 常 上 限 値 は 、 予 め 定 め ら れ た 最 大 上 限 値 を 超 え な い 数 値 範 囲 内 で 定 め ら れ て お り
、 前 記 制 御 手 段 は 、 遊 技 者 が 前 記 遊 技 媒 体 を 投 入 し た 場 合 に は 前 期 最 大 上 限 値 に 達 す る ま
で 前 記 貯 留 数 を 加 算 す る 、



【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 手 段 １ １ ． 手 段 １ ～ １ ０ い ず れ か の 遊 技 機 で あ っ て 、 変 更 し た 前 記 通 常 上 限 値 を 予 め 定
め ら れ た 初 期 値 に 上 限 値 手 段 を 備 え る 遊 技 機 。 こ う す れ ば 、
遊 技 者 が 間 違 っ て 変 更 し た 通 常 上 限 値 を 初 期 化 す る こ と が で き 、 新 た に 通 常 上 限 値 を 遊 技
者 の 好 み の 値 に 変 更 し や す い 。                                               
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　 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の 遊 技 機 。

遊 技 者 が 戻 す た め の リ セ ッ ト
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